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公┈♫ᅋ法ேᮾி㒔薬剤師会定Ḱ 

 
ᖹ成��ᖺ�᭶ � 日 行 
௧ � ᖺ�᭶��日 一㒊ᨵṇ 
௧ � ᖺ�᭶��日 一㒊ᨵṇ 

 

第１❶ 総   則 

 

（名⛠） 

第１条 この法ேは、公┈♫ᅋ法ேᮾி㒔薬剤師会と⛠する。以下、ࠕ本会ࠖという。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、たる事務所をᮾி㒔༓代⏣区に⨨ࡃ。 

 

第２❶ ┠ⓗ及び事ᴗ 

 

（┠ⓗ） 

第３条 本会は、日本薬剤師会並びにᮾி㒔内に所ᅾする地区及び職域薬剤師会の連ᦠのも 

 と、薬剤師の倫理の㧗ᥭ及びᏛ⾡の⯆をᅗり、薬Ꮫ及び薬ᴗの㐍ṌⓎᒎをᅗるこ 

 とにより、㒔Ẹのᗣな⏕άの☜ಖ・ྥ上にᐤすることを┠ⓗとする。 

 

（事ᴗ） 

第４条 本会は、前条の┠ⓗを㐩成するため、次の事ᴗを行う。 

 (１)薬剤師の資㉁ྥ上のための◊ಟ会等の㛤ദ及び⏕ᾭᏛ⩦㛵連事ᴗ 

 (２)薬事⾨⏕のྥ上・薬ᴗ⎔ቃのᩚ備のための◊ಟ会等の㛤ദ及び㛵連事ᴗ 

 (３)་薬ရの㐺ṇ౪⤥を☜ಖし地域་⒪に㈉⊩するための事ᴗ 

 (４)ᗣಖ㝤法等にᇶ࡙ࡃ㐺ṇなಖ㝤ㄪ剤に㛵するᣦᑟ及び㛵連事ᴗ 

 (５)薬Ꮫᩍ⫱のᨭ・薬Ꮫ⏕のᐇ務ᐇ⩦ᨭに㛵する事ᴗ 

 (㸴)薬事㛵ಀ法௧等㑂ᏲのၨⓎ及び㛵連事ᴗ 

 (７)་薬ရ等のヨ㦂᳨ᰝに㛵する事ᴗ 

 (８)薬事㛵ಀሗの提౪に㛵する事ᴗ 

 (９)公⾗⾨⏕のྥ上及びᏛᰯその㞟ᅋタの⎔ቃ⾨⏕ᨵၿに㛵する事ᴗ 

 (��)㒔内各地区の་薬ရ㺃ሗ管理࣮ࢱࣥࢭの運Ⴀにᑐするᨭ事ᴗ 

 (��)日本薬剤師会等との連ᦠ、༠ຊ及びᨭに㛵する事ᴗ 

 (��)会員の⚟ཌ⏕に㛵する事ᴗ 

 (��)その本会の┠ⓗを㐩成するためにᚲせな事ᴗ 

   ２ 前項の事ᴗは、ᮾி㒔内において行うものとする。 

 

第３❶ 会   員 

 

（会員の✀㢮） 

第５条 本会は、次の者からᵓ成する。 

 (１)ṇ 会 員 薬剤師で࠶って、本会の┠ⓗ及び事ᴗに㈶同し、ධ会した者 

 (２)㈶ຓ会員 薬剤師ではないが、本会の┠ⓗ及び事ᴗに㈶同し、ධ会した者及び 

  法ே、ᅋయ 

 (３)≉ู会員 薬剤師ではないが、薬ᏛをᑓᨷするᏛ⏕その薬Ꮫ及びそれに㛵連 

  する▱㆑・ᴗ務⤒㦂を有する者で本会の┠ⓗ及び事ᴗに㈶同しධ会 

  した者 
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 (４)名会員 本会及び本会の┠ⓗの㐩成にຌປの࠶った者として理事会で名 

  会員とすることを決議した者 

 

（会員の資格の取得） 

第㸴条 本会の会員になろうとする者は、所定のධ会⏦㎸書をูに定める地区及び職域薬剤 
 師会を⤒⏤して提出し、理事会の承ㄆを得なければならない。ただし、ධ会⏦㎸書 
 を地区及び職域薬剤師会を⤒⏤して提出できない場合は、本会に┤᥋提出する。 

   ２ ධ会ᇶ準及びධ会ᡭ⥆きは総会で定める会員規程及び定Ḱ行⣽則による。 

   ３ 前２項の規定は第５条第４号に定める名会員は㝖ࡃ。 

   ４ 会員は、日本薬剤師会の会員になることができる。 

 

（ṇ会員の権） 

第７条 ṇ会員は、一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ（以下㺀法ே法㺁という。） 

 に規定ࡉれた次に掲げる♫員の権を、本会にᑐして行することができる。 

 (１)法ே法第１４条第２項の権（定Ḱの㜀覧等） 

 (２)法ே法第３２条第２項の権（♫員名⡙の㜀覧等） 

 (３)法ே法第５７条第４項の権（♫員総会の議事録の㜀覧等） 

 (４)法ே法第５０条第㸴項の権（♫員の代理権ド᫂書㠃等の㜀覧等） 

 (５)法ே法第５２条第４項の権（書㠃による議決権行書㠃の㜀覧） 

 (㸴)法ே法第５２条第５項の権（㟁☢ⓗ方法による議決権行記録の㜀覧等） 

 (７)法ே法第１２９条第３項の権（ィ⟬書㢮等の㜀覧等） 

 (８)法ே法第２２９条第２項の権（Ύ⟬法ேの㈚ᑐ照表等の㜀覧等） 

 (９)法ே法第２４㸴条第３項、第２５０条第３項及び第２５㸴条第３項の権 

   （合ేዎ⣙等の㜀覧等） 

 

（会員の⩏務） 

第８条 会員は、薬剤師の倫理をᑛ㔜し、♫会のಙ㢗とᑛᩗを得るようにດめなければなら 

 ない。 

   ２ 会員は、この定Ḱに定める事項及び第５❶に規定する総会の決定事項を㑂Ᏺする⩏ 

 務を㈇う。 

   ３ 会員は、本会の事ᴗά動によって⤒ᖖⓗに⏕じる㈝用にてるため、所定の会㈝等 

 を本会にᨭᡶう⩏務を㈇う。 

   ４ 会㈝等の㢠及びᨭᡶ方法は総会で定める会㈝規程による。 

   ５ 前２項の会㈝等について、その２ศの１以上は公┈┠ⓗ事ᴗのために、ṧవはその 

 の事ᴗ及び管理㈝用のために当するものとする。 

 

（௵意退会） 

第９条 会員は、ู に定める退会届を所ᒓする地区及び職域薬剤師会を⤒⏤して本会に提出 

 することにより、௵意に退会することができる。ただし、地区及び職域薬剤師会に 

 所ᒓしない会員の退会届は、本会に┤᥋提出するものとする。 

 

（㝖名） 

第１０条 会員が次のいࡎれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を㝖名するこ 

 とができる。 

 (１)この定Ḱに定める事項及び第５❶に規定する総会の決定事項を㑂Ᏺする⩏務 

  をᒚ行しないとき。 

 (２)薬剤師としての倫理に㐪し、会員としての名ཪは本会の名をẋᦆした者。 

 (３)その㝖名すべきṇ当な理⏤が࠶るとき。 
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   ２ 前項の規定によりṇ会員を㝖名しようとするときは、その総会㛤ദ日の１㐌間前ま 

 でに、当該ṇ会員にᑐしてその᪨を㏻▱し、かつ、総会においてᘚ᫂のᶵ会をえ 

 なければならない。 

 

（会員資格の႙ኻ） 

第１１条 会員は、前２条に規定するか、次のいࡎれかに該当するときは、その資格を႙ኻ 

 する。 

 (１)Ṛஸしたとき。 

 (２)第８条に規定する会㈝等の⣡ධをᛰり、ദ࿌を受けた後、３⟠᭶を⤒㐣しても

  なおᨭᡶわないとき。 

   ２ 前２条により会員資格を႙ኻした会員は、本会にᑐして会員としての権をኻい、 

 ⩏務をචれる。ただし、ᮍᒚ行の⩏務をචれることはできない。 

   ３ 会員資格を႙ኻした場合、ᨭᡶった会㈝等の㏉㑏を受けることはできない。 

 

第４❶ 代 議 員 

 

（代議員） 

第１２条 本会は、代議員をもって法ே法上の♫員とする。 

 

（代議員の選出） 

第１３条 代議員の選出のために、ูに総会で定める代議員選挙規程にᇶ࡙きṇ会員による 

 代議員選挙を、２ᖺに１ᗘ、７᭶ᮎ日までにᐇする。 

   ２ 代議員は、ṇ会員の中から選ばれることをせする。前項の代議員選挙において、ṇ 

 会員はのṇ会員と等しࡃ代議員を選挙する権並びに代議員に選出ࡉれる権 

 を有する。 

   ３ 代議員は、代議員選挙規程第２条のู表１の選挙区ࡈとに選出するものとする。 

   ４ 代議員がḞけた場合ཪは代議員の員数をḞࡃときに備え、補Ḟの代議員として、代 

 議員選挙規程にᇶ࡙き予備代議員を選出する。 

   ５ 前項の予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項もేࡏて決定しなければな 

 らない。 

 (１)当該候補者が予備代議員で࠶る᪨ 

 (２)当該候補者を１ேཪは２ே以上の≉定の代議員の予備代議員として選௵すると 

   きは、その᪨及び当該≉定の代議員のẶ名 

 (３)同一の代議員（２以上の代議員の予備として選௵した場合に࠶っては、当該２ 

   以上の代議員）につき２ே以上の予備代議員を選௵するときは、当該予備代議 

   員┦間のඃඛ順位 

   㸴 前２項の予備代議員の選௵にಀる決議がຠຊを有する期間は、選挙後᭱ึにᐇࡉ 

 れる第１項に定める代議員選挙⤊の時までとする。 

   ７ 理事ཪは理事会は、代議員を選出することができない。 

 

（代議員の定数） 

第１４条 代議員の定数は次の各号のとおりとする。 

 (１)１選挙区のṇ会員が５０ே以内の場合は�ேとする。 

 (２)１選挙区のṇ会員が５０ே超の場合は、ṇ会員５０ேࡈとに�ேとし、その 

   ➃数が２５ே以下のときは切りᤞて、その➃数が２５ே超のときは１ேに切 

   り上げる。 
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 (４)名会員 本会及び本会の┠ⓗの㐩成にຌປの࠶った者として理事会で名 

  会員とすることを決議した者 

 

（会員の資格の取得） 

第㸴条 本会の会員になろうとする者は、所定のධ会⏦㎸書をูに定める地区及び職域薬剤 
 師会を⤒⏤して提出し、理事会の承ㄆを得なければならない。ただし、ධ会⏦㎸書 
 を地区及び職域薬剤師会を⤒⏤して提出できない場合は、本会に┤᥋提出する。 

   ２ ධ会ᇶ準及びධ会ᡭ⥆きは総会で定める会員規程及び定Ḱ行⣽則による。 

   ３ 前２項の規定は第５条第４号に定める名会員は㝖ࡃ。 

   ４ 会員は、日本薬剤師会の会員になることができる。 

 

（ṇ会員の権） 

第７条 ṇ会員は、一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ（以下㺀法ே法㺁という。） 

 に規定ࡉれた次に掲げる♫員の権を、本会にᑐして行することができる。 

 (１)法ே法第１４条第２項の権（定Ḱの㜀覧等） 

 (２)法ே法第３２条第２項の権（♫員名⡙の㜀覧等） 

 (３)法ே法第５７条第４項の権（♫員総会の議事録の㜀覧等） 

 (４)法ே法第５０条第㸴項の権（♫員の代理権ド᫂書㠃等の㜀覧等） 

 (５)法ே法第５２条第４項の権（書㠃による議決権行書㠃の㜀覧） 

 (㸴)法ே法第５２条第５項の権（㟁☢ⓗ方法による議決権行記録の㜀覧等） 

 (７)法ே法第１２９条第３項の権（ィ⟬書㢮等の㜀覧等） 

 (８)法ே法第２２９条第２項の権（Ύ⟬法ேの㈚ᑐ照表等の㜀覧等） 

 (９)法ே法第２４㸴条第３項、第２５０条第３項及び第２５㸴条第３項の権 

   （合ేዎ⣙等の㜀覧等） 

 

（会員の⩏務） 

第８条 会員は、薬剤師の倫理をᑛ㔜し、♫会のಙ㢗とᑛᩗを得るようにດめなければなら 

 ない。 

   ２ 会員は、この定Ḱに定める事項及び第５❶に規定する総会の決定事項を㑂Ᏺする⩏ 

 務を㈇う。 

   ３ 会員は、本会の事ᴗά動によって⤒ᖖⓗに⏕じる㈝用にてるため、所定の会㈝等 

 を本会にᨭᡶう⩏務を㈇う。 

   ４ 会㈝等の㢠及びᨭᡶ方法は総会で定める会㈝規程による。 

   ５ 前２項の会㈝等について、その２ศの１以上は公┈┠ⓗ事ᴗのために、ṧవはその 

 の事ᴗ及び管理㈝用のために当するものとする。 

 

（௵意退会） 

第９条 会員は、ู に定める退会届を所ᒓする地区及び職域薬剤師会を⤒⏤して本会に提出 

 することにより、௵意に退会することができる。ただし、地区及び職域薬剤師会に 

 所ᒓしない会員の退会届は、本会に┤᥋提出するものとする。 

 

（㝖名） 

第１０条 会員が次のいࡎれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を㝖名するこ 

 とができる。 

 (１)この定Ḱに定める事項及び第５❶に規定する総会の決定事項を㑂Ᏺする⩏務 

  をᒚ行しないとき。 

 (２)薬剤師としての倫理に㐪し、会員としての名ཪは本会の名をẋᦆした者。 

 (３)その㝖名すべきṇ当な理⏤が࠶るとき。 

 

   ２ 前項の規定によりṇ会員を㝖名しようとするときは、その総会㛤ദ日の１㐌間前ま 

 でに、当該ṇ会員にᑐしてその᪨を㏻▱し、かつ、総会においてᘚ᫂のᶵ会をえ 

 なければならない。 

 

（会員資格の႙ኻ） 

第１１条 会員は、前２条に規定するか、次のいࡎれかに該当するときは、その資格を႙ኻ 

 する。 

 (１)Ṛஸしたとき。 

 (２)第８条に規定する会㈝等の⣡ධをᛰり、ദ࿌を受けた後、３⟠᭶を⤒㐣しても

  なおᨭᡶわないとき。 

   ２ 前２条により会員資格を႙ኻした会員は、本会にᑐして会員としての権をኻい、 

 ⩏務をචれる。ただし、ᮍᒚ行の⩏務をචれることはできない。 

   ３ 会員資格を႙ኻした場合、ᨭᡶった会㈝等の㏉㑏を受けることはできない。 

 

第４❶ 代 議 員 

 

（代議員） 

第１２条 本会は、代議員をもって法ே法上の♫員とする。 

 

（代議員の選出） 

第１３条 代議員の選出のために、ูに総会で定める代議員選挙規程にᇶ࡙きṇ会員による 

 代議員選挙を、２ᖺに１ᗘ、７᭶ᮎ日までにᐇする。 

   ２ 代議員は、ṇ会員の中から選ばれることをせする。前項の代議員選挙において、ṇ 

 会員はのṇ会員と等しࡃ代議員を選挙する権並びに代議員に選出ࡉれる権 

 を有する。 

   ３ 代議員は、代議員選挙規程第２条のู表１の選挙区ࡈとに選出するものとする。 

   ４ 代議員がḞけた場合ཪは代議員の員数をḞࡃときに備え、補Ḟの代議員として、代 

 議員選挙規程にᇶ࡙き予備代議員を選出する。 

   ５ 前項の予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項もేࡏて決定しなければな 

 らない。 

 (１)当該候補者が予備代議員で࠶る᪨ 

 (２)当該候補者を１ேཪは２ே以上の≉定の代議員の予備代議員として選௵すると 

   きは、その᪨及び当該≉定の代議員のẶ名 

 (３)同一の代議員（２以上の代議員の予備として選௵した場合に࠶っては、当該２ 

   以上の代議員）につき２ே以上の予備代議員を選௵するときは、当該予備代議 

   員┦間のඃඛ順位 

   㸴 前２項の予備代議員の選௵にಀる決議がຠຊを有する期間は、選挙後᭱ึにᐇࡉ 

 れる第１項に定める代議員選挙⤊の時までとする。 

   ７ 理事ཪは理事会は、代議員を選出することができない。 

 

（代議員の定数） 

第１４条 代議員の定数は次の各号のとおりとする。 

 (１)１選挙区のṇ会員が５０ே以内の場合は�ேとする。 

 (２)１選挙区のṇ会員が５０ே超の場合は、ṇ会員５０ேࡈとに�ேとし、その 

   ➃数が２５ே以下のときは切りᤞて、その➃数が２５ே超のときは１ேに切 

   り上げる。 
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（代議員の௵期） 

第１５条 代議員及び予備代議員の௵期は、選出の２ᖺ後にᐇࡉれる代議員選挙⤊の時ま 

 でとし、選をጉげない。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、代議員が♫員総会決議取ᾘしのッえ、ゎᩓのッえ、㈐௵ 

 ㏣及のッえཪは理事もしࡃは┘事のゎ௵のッえ（法ே法第２㸴㸴条第�項、第２㸴 

 ８条、第２７８条ཪは第２８４条）を提㉳している場合（法ே法第２７８条第１項 

 に規定するッえの提㉳のㄳồをしている場合をྵࡴ。）には、当該ッゴが⤊⤖する 

 までの間、当該代議員は♫員たる地位をኻわない。この場合において、当該代議員 

 は、理事及び┘事（以下ࠕ役員ࠖという。）の選௵及びゎ௵（法ே法第㸴３条及び 

 第７０条）並びに定Ḱኚ᭦（法ே法第１４㸴条）についての議決権を有しないこと 

 とする。 

   ３ 代議員並びに予備代議員で࠶る者がṇ会員の資格を႙ኻしたときは、同時に代議員 

 並びに予備代議員の資格も႙ኻする。 

   ４ 代議員並びに予備代議員は本会の理事及び┘事をවࡡることはできない。 

 

第５❶ 総   会 

 

（ᵓ成） 

第１㸴条 総会は、すべての代議員をもってᵓ成する。 

   ２ 前項の総会をもって法ே法上の♫員総会とする。 

 

（権限） 

第１７条 総会は、次の事項について決議する。 

 (１)会員の㝖名 

 (２)理事及び┘事の選௵ཪはゎ௵ 

 (３)理事及び┘事のሗ㓘等の㢠 

 (４)役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程の承ㄆ 

 (５)㈚ᑐ照表及びᨭィ⟬書（ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書）の承ㄆ 

 (㸴)会員規程及び会㈝規程の承ㄆ 

 (７)定Ḱのኚ᭦ 

 (８)長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け 

 (９)ゎᩓ及びṧవ㈈⏘のฎศ 

 (��)その総会で決議するものとして法௧ཪはこの定Ḱで定められた事項 

 

（㛤ദ） 

第１８条 総会は、㏻ᖖ総会としてẖᖺᗘ㸴᭶に１回㛤ദするか、ᚲせが࠶る場合に㛤ദす 

 る。 

   ２ 前項の㏻ᖖ総会をもって、法ே法上の定時♫員総会とする。 

 

（ᣍ㞟） 

第１９条 総会は、法௧にูẁの定めが࠶る場合を㝖き理事会の決議にᇶ࡙き会長がᣍ㞟する。 

   ２ 総会をᣍ㞟するときは、会議の日時、場所、┠ⓗで࠶る事項を記載した書㠃をもっ 

 て、㛤ദ日の２０日前までに㏻▱をⓎしなければならない。ただし、⥭ᛴの場合は、 

 １４日前まで▷⦰することができる。 

   ３ 代議員総数の５ศの１以上の議決権を有する代議員は、会長にᑐし、総会の┠ⓗで 

 。る事項及びᣍ㞟の理⏤を示して、総会のᣍ㞟をㄳồすることができる࠶ 

   ４ 会長は、前項の規定によるㄳồが࠶ったときは、その日から３０日以内の日を総会 

 の日とする⮫時総会のᣍ㞟の㏻▱をⓎしなければならない。 

 

� 

（議長・副議長） 

第２０条 総会の議長及び副議長は、総会において２ᖺࡈとに、代議員の中から各１名ࡎつ 

 選により選出ࡉれた者がこれに当たる。 

   ２ 議長・副議長の௵期は、代議員の௵期と同じとする。 

 

（議決権） 

第２１条 総会における議決権は、代議員１名につき１ಶとする。 

 

（定㊊数） 

第２２条 総会は、代議員の㐣༙数の出ᖍがなければ㛤ദすることができない。 

 

（決議） 

第２３条 総会の決議は、代議員の㐣༙数の出ᖍが࠶って、出ᖍ代議員の議決権の㐣༙数に当 

 たるከ数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、次の決議は、総代議員の議決権の３ศの２以上に当たる 

 ከ数をもって行う。 

 (１)会員の㝖名 

 (２)┘事のゎ௵ 

 (３)定Ḱのኚ᭦ 

 (４)長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け 

 (５)ゎᩓ 

 (㸴)その法௧で定められた事項 

   ３ 理事ཪは┘事を選௵する議を決議するに㝿しては、候補者ࡈとに第１項の決議を 

 行わなければならない。理事ཪは┘事の候補者の合ィ数が第２㸴条に定める定数を 

 上回る場合には、㐣༙数の㈶成を得た候補者の中から得票数のከい順に定数のᯟに 

 㐩するまでの者を選௵することとする。 

 

（議決権の代理行・書㠃表決） 

第２４条 総会に出ᖍできない代議員は、総会の㛤ദ１回ࡈとに、同じ選挙区において予め選

出ࡉれた予備代議員を代理ேとして議決権の行を委௵すること、ཪは、予め㏻▱

は㟁☢ⓗ方法によって、議決権を行することがでࡃれた事項について書㠃ⱝしࡉ

きる。 

   ２ 前項の場合、前２条の㐺用については出ᖍしたものとࡳなす。 

 

（議事録） 

第２５条 総会の議事については、法௧で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 議長は、総会の㛤ദ１回ࡈとに、出ᖍ代議員の中から２名を選出し、議事録⨫名ே 

 にᣦ名する。 

   ３ 議長及び議事録⨫名ே２名は、第１項の議事録に記名ᢲ༳する。 

 

第㸴❶ 役 員 等 

 

（役員のタ⨨） 

第２㸴条 本会に次の役員を⨨ࡃ。 

 理事 ２３名以上２５名以内 

 ┘事 ２名 

   ２ 理事のう１、ࡕ名を会長とし、２名以上４名以内を副会長、１０名以内をᖖ務理事

とすることができる。また、ᖖ務理事のう１ࡕ名をᑓ務理事とすることができる。 
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（代議員の௵期） 

第１５条 代議員及び予備代議員の௵期は、選出の２ᖺ後にᐇࡉれる代議員選挙⤊の時ま 

 でとし、選をጉげない。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、代議員が♫員総会決議取ᾘしのッえ、ゎᩓのッえ、㈐௵ 

 ㏣及のッえཪは理事もしࡃは┘事のゎ௵のッえ（法ே法第２㸴㸴条第�項、第２㸴 

 ８条、第２７８条ཪは第２８４条）を提㉳している場合（法ே法第２７８条第１項 

 に規定するッえの提㉳のㄳồをしている場合をྵࡴ。）には、当該ッゴが⤊⤖する 

 までの間、当該代議員は♫員たる地位をኻわない。この場合において、当該代議員 

 は、理事及び┘事（以下ࠕ役員ࠖという。）の選௵及びゎ௵（法ே法第㸴３条及び 

 第７０条）並びに定Ḱኚ᭦（法ே法第１４㸴条）についての議決権を有しないこと 

 とする。 

   ３ 代議員並びに予備代議員で࠶る者がṇ会員の資格を႙ኻしたときは、同時に代議員 

 並びに予備代議員の資格も႙ኻする。 

   ４ 代議員並びに予備代議員は本会の理事及び┘事をවࡡることはできない。 

 

第５❶ 総   会 

 

（ᵓ成） 

第１㸴条 総会は、すべての代議員をもってᵓ成する。 

   ２ 前項の総会をもって法ே法上の♫員総会とする。 

 

（権限） 

第１７条 総会は、次の事項について決議する。 

 (１)会員の㝖名 

 (２)理事及び┘事の選௵ཪはゎ௵ 

 (３)理事及び┘事のሗ㓘等の㢠 

 (４)役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程の承ㄆ 

 (５)㈚ᑐ照表及びᨭィ⟬書（ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書）の承ㄆ 

 (㸴)会員規程及び会㈝規程の承ㄆ 

 (７)定Ḱのኚ᭦ 

 (８)長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け 

 (９)ゎᩓ及びṧవ㈈⏘のฎศ 

 (��)その総会で決議するものとして法௧ཪはこの定Ḱで定められた事項 

 

（㛤ദ） 

第１８条 総会は、㏻ᖖ総会としてẖᖺᗘ㸴᭶に１回㛤ദするか、ᚲせが࠶る場合に㛤ദす 

 る。 

   ２ 前項の㏻ᖖ総会をもって、法ே法上の定時♫員総会とする。 

 

（ᣍ㞟） 

第１９条 総会は、法௧にูẁの定めが࠶る場合を㝖き理事会の決議にᇶ࡙き会長がᣍ㞟する。 

   ２ 総会をᣍ㞟するときは、会議の日時、場所、┠ⓗで࠶る事項を記載した書㠃をもっ 

 て、㛤ദ日の２０日前までに㏻▱をⓎしなければならない。ただし、⥭ᛴの場合は、 

 １４日前まで▷⦰することができる。 

   ３ 代議員総数の５ศの１以上の議決権を有する代議員は、会長にᑐし、総会の┠ⓗで 

 。る事項及びᣍ㞟の理⏤を示して、総会のᣍ㞟をㄳồすることができる࠶ 

   ４ 会長は、前項の規定によるㄳồが࠶ったときは、その日から３０日以内の日を総会 

 の日とする⮫時総会のᣍ㞟の㏻▱をⓎしなければならない。 

 

（議長・副議長） 

第２０条 総会の議長及び副議長は、総会において２ᖺࡈとに、代議員の中から各１名ࡎつ 

 選により選出ࡉれた者がこれに当たる。 

   ２ 議長・副議長の௵期は、代議員の௵期と同じとする。 

 

（議決権） 

第２１条 総会における議決権は、代議員１名につき１ಶとする。 

 

（定㊊数） 

第２２条 総会は、代議員の㐣༙数の出ᖍがなければ㛤ദすることができない。 

 

（決議） 

第２３条 総会の決議は、代議員の㐣༙数の出ᖍが࠶って、出ᖍ代議員の議決権の㐣༙数に当 

 たるከ数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、次の決議は、総代議員の議決権の３ศの２以上に当たる 

 ከ数をもって行う。 

 (１)会員の㝖名 

 (２)┘事のゎ௵ 

 (３)定Ḱのኚ᭦ 

 (４)長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け 

 (５)ゎᩓ 

 (㸴)その法௧で定められた事項 

   ３ 理事ཪは┘事を選௵する議を決議するに㝿しては、候補者ࡈとに第１項の決議を 

 行わなければならない。理事ཪは┘事の候補者の合ィ数が第２㸴条に定める定数を 

 上回る場合には、㐣༙数の㈶成を得た候補者の中から得票数のከい順に定数のᯟに 

 㐩するまでの者を選௵することとする。 

 

（議決権の代理行・書㠃表決） 

第２４条 総会に出ᖍできない代議員は、総会の㛤ദ１回ࡈとに、同じ選挙区において予め選

出ࡉれた予備代議員を代理ேとして議決権の行を委௵すること、ཪは、予め㏻▱

は㟁☢ⓗ方法によって、議決権を行することがでࡃれた事項について書㠃ⱝしࡉ

きる。 

   ２ 前項の場合、前２条の㐺用については出ᖍしたものとࡳなす。 

 

（議事録） 

第２５条 総会の議事については、法௧で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 議長は、総会の㛤ദ１回ࡈとに、出ᖍ代議員の中から２名を選出し、議事録⨫名ே 

 にᣦ名する。 

   ３ 議長及び議事録⨫名ே２名は、第１項の議事録に記名ᢲ༳する。 

 

第㸴❶ 役 員 等 

 

（役員のタ⨨） 

第２㸴条 本会に次の役員を⨨ࡃ。 

 理事 ２３名以上２５名以内 

 ┘事 ２名 

   ２ 理事のう１、ࡕ名を会長とし、２名以上４名以内を副会長、１０名以内をᖖ務理事

とすることができる。また、ᖖ務理事のう１ࡕ名をᑓ務理事とすることができる。 
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（㢳ၥ、┦ㄯ役） 

第３３条 本会に、㢳ၥ、┦ㄯ役をⱝᖸ名⨨ࡃことができる。 

   ２ 㢳ၥ、┦ㄯ役は、理事会の決議を⤒て会長が委კし、その௵期は委კした会長のᅾ 

 ௵期間とする。 

   ３ 㢳ၥ、┦ㄯ役は、会長のㅎၥにᛂえ、理事会そのの会議に出ᖍして意ぢを㏙べる 

 ことができる。 

    

４ 㢳ၥ、┦ㄯ役は無ሗ㓘とする。ただし、職務を行うためにせした㈝用について、そ 

 のᐇ㈝┦当㢠をᨭᡶうことができる。 

   ５ 前項に㛵するᨭ⤥等のᇶ準は、理事会で定める。 

 

第７❶ 理 事 会 

 

（ᵓ成） 

第３４条 本会に理事会を⨨ࡃ。 

   ２ 理事会は、すべての理事をもってᵓ成する。 

 

（権限） 

第３５条 理事会は、次の職務を行う。 

 (１)本会のᴗ務ᇳ行の決定 

 (２)理事の職務のᇳ行の┘╩ 

 (３)会長・副会長・ᑓ務理事・ᖖ務理事の選定及びゎ職 

 

（ᣍ㞟） 

第３㸴条 理事会は、会長がᣍ㞟する。 

   ２ 会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけたときは、各理事が予め理事間で決めた順位により 

 理事会をᣍ㞟する。 

   ３ 理事会をᣍ㞟するときは、会議の日時、場所、┠ⓗで࠶る事項を記載した書㠃をも 

 って、㛤ദ日の１㐌間前までに、各理事及び各┘事にᑐして㏻▱しなければならな 

 い。 

   ４ 前項の規定にかかわらࡎ、理事及び┘事の員の同意が࠶るときは、ᣍ㞟のᡭ⥆き 

 を⤒ることなࡃ理事会を㛤ദすることができる。 

 

（議長） 

第３７条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

   ２ 会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけたときは、出ᖍした理事の選により議長を選定す 

 る。 

 

（決議） 

第３８条 理事会の決議は、決議について≉ูのᐖ㛵ಀを有する理事を㝖ࡃ理事の㐣༙数が 

 出ᖍし、その㐣༙数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、法ே法第９㸴条のせ௳を‶たしたときは、理事会の決議 

 が࠶ったものとࡳなす。 

 

（議事録） 

第３９条 理事会の議事については、法௧の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 出ᖍした会長及び┘事は、前項の議事録に記名ᢲ༳する。 

 

 

   ３ 会長をもって法ே法上の代表理事とし、副会長、ᑓ務理事、ᖖ務理事をもって法ே 

 法第９１条第１項に定めるᴗ務ᇳ行理事とする。 

 

（役員の選௵） 

第２７条 理事及び┘事の選௵は、総会の決議によって行う。 

   ２ 会長、副会長、ᑓ務理事及びᖖ務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定 

 する。 

   ３ 前項の、会長、副会長は、総会の決議によって推薦の࠶った者の中から選定できる。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２８条 理事は、理事会をᵓ成し、法௧及びこの定Ḱの定めるところにより、職務をᇳ行す 

 る。 

   ２ 会長は、本会を代表し、そのᴗ務をᇳ行する。 

   ３ 副会長は会長を補బし、理事会で決めた順位により、会長に事ᨾが࠶るときཪはḞ 

 けたときは、そのᴗ務のᇳ行にಀる職務を代行する。 

   ４ ᑓ務理事は、理事会の᪨を受けて会務をᤸ理し、会長及び副会長ඹに事ᨾが࠶ると 

 きཪはඹにḞけたときは、そのᴗ務のᇳ行にಀる職務を代行する。 

   ５ ᖖ務理事は、理事会の᪨を受けてそのᢸ当ᴗ務をศᢸᤸ理し、ᑓ務理事に事ᨾが࠶ 

 るときཪはḞけたときは、理事会で決めた順位によりその職務を代行する。 

   㸴 会長及びᴗ務をᇳ行する理事は、３⟠᭶に１回以上、⮬ᕫの職務のᇳ行の状況を理 

 事会にሗ࿌しなければならない。 

 

（┘事の職務及び権限） 

第２９条 ┘事は、理事の職務のᇳ行を┘ᰝし、法௧で定めるところにより、┘ᰝሗ࿌を作成 

 する。 

   ２ ┘事は、いつでも、理事及び事務ᒁ職員にᑐして事ᴗのሗ࿌をồめ、本会のᴗ務及 

 び㈈⏘の状況をㄪᰝすることができる。 

 

（役員の௵期） 

第３０条 理事及び┘事の௵期は、選௵後２ᖺ以内に⤊する事ᴗᖺᗘのう᭱ࡕ⤊のものに㛵 

 する㏻ᖖ総会の⤊⤖の時までとする。 

   ２ 補Ḟとして選௵ࡉれた理事ཪは┘事の௵期は、前௵者の௵期の‶する時までと 

 する。 

   ３ 理事ཪは┘事は、第２㸴条に定める定数に㊊りなࡃなるときは、௵期の‶ཪは辞 

 ௵により退௵した後も、᪂たに選௵ࡉれた者がᑵ௵するまで、なお理事ཪは┘事と 

 しての権⩏務を有する。 

 

（役員のゎ௵） 

第３１条 理事及び┘事は、総会の決議によってゎ௵することができる。 

 

（役員ሗ㓘等） 

第３２条 役員は無ሗ㓘とする。ただし、会長及びᴗ務ᇳ行理事に㛵しては、総会において定 

 める総㢠の⠊ᅖ内で、総会においてูに定める役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程 

 にᚑって⟬定したሗ㓘をᨭ⤥することができる。 

   ２ 役員には、その職務を行うためにせした㈝用について、そのᐇ㈝┦当㢠をᨭᡶうこ 

 とができる。 

   ３ 役員が退職するに当たっては、役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程にᚑって⟬定し 

 た退職㔠をᨭ⤥することができる。 
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（㢳ၥ、┦ㄯ役） 

第３３条 本会に、㢳ၥ、┦ㄯ役をⱝᖸ名⨨ࡃことができる。 

   ２ 㢳ၥ、┦ㄯ役は、理事会の決議を⤒て会長が委კし、その௵期は委კした会長のᅾ 

 ௵期間とする。 

   ３ 㢳ၥ、┦ㄯ役は、会長のㅎၥにᛂえ、理事会そのの会議に出ᖍして意ぢを㏙べる 

 ことができる。 

    

４ 㢳ၥ、┦ㄯ役は無ሗ㓘とする。ただし、職務を行うためにせした㈝用について、そ 

 のᐇ㈝┦当㢠をᨭᡶうことができる。 

   ５ 前項に㛵するᨭ⤥等のᇶ準は、理事会で定める。 

 

第７❶ 理 事 会 

 

（ᵓ成） 

第３４条 本会に理事会を⨨ࡃ。 

   ２ 理事会は、すべての理事をもってᵓ成する。 

 

（権限） 

第３５条 理事会は、次の職務を行う。 

 (１)本会のᴗ務ᇳ行の決定 

 (２)理事の職務のᇳ行の┘╩ 

 (３)会長・副会長・ᑓ務理事・ᖖ務理事の選定及びゎ職 

 

（ᣍ㞟） 

第３㸴条 理事会は、会長がᣍ㞟する。 

   ２ 会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけたときは、各理事が予め理事間で決めた順位により 

 理事会をᣍ㞟する。 

   ３ 理事会をᣍ㞟するときは、会議の日時、場所、┠ⓗで࠶る事項を記載した書㠃をも 

 って、㛤ദ日の１㐌間前までに、各理事及び各┘事にᑐして㏻▱しなければならな 

 い。 

   ４ 前項の規定にかかわらࡎ、理事及び┘事の員の同意が࠶るときは、ᣍ㞟のᡭ⥆き 

 を⤒ることなࡃ理事会を㛤ദすることができる。 

 

（議長） 

第３７条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

   ２ 会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけたときは、出ᖍした理事の選により議長を選定す 

 る。 

 

（決議） 

第３８条 理事会の決議は、決議について≉ูのᐖ㛵ಀを有する理事を㝖ࡃ理事の㐣༙数が 

 出ᖍし、その㐣༙数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらࡎ、法ே法第９㸴条のせ௳を‶たしたときは、理事会の決議 

 が࠶ったものとࡳなす。 

 

（議事録） 

第３９条 理事会の議事については、法௧の定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 出ᖍした会長及び┘事は、前項の議事録に記名ᢲ༳する。 

 

 

� 

   ３ 会長をもって法ே法上の代表理事とし、副会長、ᑓ務理事、ᖖ務理事をもって法ே 

 法第９１条第１項に定めるᴗ務ᇳ行理事とする。 

 

（役員の選௵） 

第２７条 理事及び┘事の選௵は、総会の決議によって行う。 

   ２ 会長、副会長、ᑓ務理事及びᖖ務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定 

 する。 

   ３ 前項の、会長、副会長は、総会の決議によって推薦の࠶った者の中から選定できる。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２８条 理事は、理事会をᵓ成し、法௧及びこの定Ḱの定めるところにより、職務をᇳ行す 

 る。 

   ２ 会長は、本会を代表し、そのᴗ務をᇳ行する。 

   ３ 副会長は会長を補బし、理事会で決めた順位により、会長に事ᨾが࠶るときཪはḞ 

 けたときは、そのᴗ務のᇳ行にಀる職務を代行する。 

   ４ ᑓ務理事は、理事会の᪨を受けて会務をᤸ理し、会長及び副会長ඹに事ᨾが࠶ると 

 きཪはඹにḞけたときは、そのᴗ務のᇳ行にಀる職務を代行する。 

   ５ ᖖ務理事は、理事会の᪨を受けてそのᢸ当ᴗ務をศᢸᤸ理し、ᑓ務理事に事ᨾが࠶ 

 るときཪはḞけたときは、理事会で決めた順位によりその職務を代行する。 

   㸴 会長及びᴗ務をᇳ行する理事は、３⟠᭶に１回以上、⮬ᕫの職務のᇳ行の状況を理 

 事会にሗ࿌しなければならない。 

 

（┘事の職務及び権限） 

第２９条 ┘事は、理事の職務のᇳ行を┘ᰝし、法௧で定めるところにより、┘ᰝሗ࿌を作成 

 する。 

   ２ ┘事は、いつでも、理事及び事務ᒁ職員にᑐして事ᴗのሗ࿌をồめ、本会のᴗ務及 

 び㈈⏘の状況をㄪᰝすることができる。 

 

（役員の௵期） 

第３０条 理事及び┘事の௵期は、選௵後２ᖺ以内に⤊する事ᴗᖺᗘのう᭱ࡕ⤊のものに㛵 

 する㏻ᖖ総会の⤊⤖の時までとする。 

   ２ 補Ḟとして選௵ࡉれた理事ཪは┘事の௵期は、前௵者の௵期の‶する時までと 

 する。 

   ３ 理事ཪは┘事は、第２㸴条に定める定数に㊊りなࡃなるときは、௵期の‶ཪは辞 

 ௵により退௵した後も、᪂たに選௵ࡉれた者がᑵ௵するまで、なお理事ཪは┘事と 

 しての権⩏務を有する。 

 

（役員のゎ௵） 

第３１条 理事及び┘事は、総会の決議によってゎ௵することができる。 

 

（役員ሗ㓘等） 

第３２条 役員は無ሗ㓘とする。ただし、会長及びᴗ務ᇳ行理事に㛵しては、総会において定 

 める総㢠の⠊ᅖ内で、総会においてูに定める役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程 

 にᚑって⟬定したሗ㓘をᨭ⤥することができる。 

   ２ 役員には、その職務を行うためにせした㈝用について、そのᐇ㈝┦当㢠をᨭᡶうこ 

 とができる。 

   ３ 役員が退職するに当たっては、役員ሗ㓘並びに役員退職៘ປ㔠規程にᚑって⟬定し 

 た退職㔠をᨭ⤥することができる。 
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（会ィཎ則等） 

第４㸴条 本会の会ィは、一⯡に公ṇጇ当とㄆめられる公┈法ேの会ィの័行にᚑうものとす 

 る。 

   ２ 本会の会ィฎ理に㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める会ィฎ理規程 

 によるものとする。 

 

（長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け） 

第４７条 本会が資㔠のධをしようとするときは、その事ᴗᖺᗘのධをもってൾ㑏する▷ 

 期ධ㔠を㝖き、総会において総代議員の議決権の３ศの２以上の決議を⤒なけれ 

 ばならない。 

   ２ 本会が㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を⤒な 

 ければならない。 

 

（事ᴗィ⏬及びᨭ予⟬） 

第４８条 本会の事ᴗィ⏬書、ᨭ予⟬書、資㔠のㄪ㐩及びタ備投資のぢ㎸ࡳを記載した書㢮 

 については、ẖ事ᴗᖺᗘの㛤ጞの前日までに、会長が作成し、理事会の決議を⤒て、 

 ┤㏆の総会にሗ࿌するものとする。これをኚ᭦する場合も、同様とする。 

   ２ 前項の書㢮については、ẖ事ᴗᖺᗘの㛤ጞの日の前日までに行ᨻᗇに提出しなけれ 

 ばならない。 

   ３ 前項の書㢮については、たる事務所に、当該事ᴗᖺᗘが⤊するまでの間備え⨨ 

 き、一⯡の㜀覧に౪するものとする。 

 

（事ᴗሗ࿌及び決⟬） 

第４９条 本会の事ᴗሗ࿌及び決⟬については、ẖ事ᴗᖺᗘ⤊後、会長が次の書㢮を作成し、 

 ┘事の┘ᰝを受けた上で、理事会の承ㄆを⤒て、㏻ᖖ総会に提出し、第一号及び第 

 号の書㢮についてはその内ᐜをሗ࿌し、第୕号から第භ号までの書㢮については 

 承ㄆを受けなければならない。 

 (１)事ᴗሗ࿌ 

 (２)事ᴗሗ࿌の㝃ᒓ᫂⣽書 

 (３)㈚ᑐ照表 

 (４)ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書 

 (５)㈚ᑐ照表及びṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書の㝃ᒓ᫂⣽書 

 (㸴)㈈⏘┠録 

   ２ 前項の書㢮については、ẖ事ᴗᖺᗘの⤒㐣後３⟠᭶以内に行ᨻᗇに提出しなければ 

 ならない。 

   ３ 第１項の書㢮のか、次の書㢮をたる事務所に５ᖺ間備え⨨き、一⯡の㜀覧に౪ 

 するとともに、定Ḱ、代議員名⡙をたる事務所に備え⨨き、一⯡の㜀覧に౪する 

 ものとする。 

 (１)┘ᰝሗ࿌ 

 (２)理事及び┘事の名⡙ 

 (３)理事及び┘事のሗ㓘等のᨭ⤥のᇶ準を記載した書㢮 

 (４)運Ⴀ⤌⧊及び事ᴗά動の状況のᴫせ及びこれらに㛵する数್のうࡕ㔜せなも 

  のを記載した書㢮 

   ４ 前項の規定にかかわらࡎ、理事及び┘事の名⡙、代議員名⡙の記載事項のうࡕ、ಶ 

 ேのఫ所については一⯡の㜀覧に౪しないものとする。 

 

 

 

 

（会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会） 

第４０条 本会に会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会を⨨き、会長、副会長、ᑓ務理事、ᖖ務理事によ

 って次の職務を行う。 

 (１)理事会に付議すべき事項のၥ㢟点等の᳨ウと理事会のሗ࿌ 

 (２)理事会が委௵した事項（法ே法第９０条第４項に定める事項を㝖ࡃ。） 

   ２ 会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会は、ᚲせにᛂじて会長がᣍ㞟する。会長に事ᨾが࠶ると

 きཪはḞけたときは、予め理事間で決めた順位によりᣍ㞟する者となる。 

 

   ３ 会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事ᨾが࠶るとき

 ཪはḞけたときは、予めᴗ務ᇳ行理事間で決めた順位によりこれに当たる。 

 

第８❶ ༠ ຊ ᅋ య 

 

（日本薬剤師会・地区及び職域薬剤師会との༠ຊ） 

第４１条 本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会及び、定Ḱ行⣽則に定める地区及び 

 職域薬剤師会を༠ຊᅋయとすることができる。 

   ２ 本会は、༠ຊᅋయとの連ᦠ༠ຊにより、本会の事ᴗを推㐍し、ᐇすることができ 

 る。 

   ３ ༠ຊᅋయとの連ᦠ༠ຊによる事ᴗの運Ⴀに㛵しᚲせな事項は、理事会の決議により 

 定める。 

 

（地区及び職域薬剤師会長会） 

第４２条 本会に、第４１条第２項のな推㐍を┠ⓗとして地区及び職域薬剤師会長会（以 

 下ࠕ会長会ࠖという。）を⨨ࡃ。 

   ２ 会長会は、地区及び職域薬剤師会の会長ཪは代表者によってᵓ成し、次の事項を議 

 事とする。 

 (１)事ᴗのᇳ行に㛵する理事会からのఏ㐩、ሗ提౪及び意ぢ並びにሗ 

 (２)本会及び各地区及び各職域薬剤師会間の連ᦠに㛵する事項 

   ３ 会長会は、理事会の決議により、会長がᣍ㞟する。会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけ 

 たときは、予め理事間で決めた順位によりᣍ㞟する者となる。 

 

第９❶ 委 員 会・職 ✀ 㒊 会 

 

（委員会） 

第４３条 本会の事ᴗを推㐍するためにᚲせ࠶るときは、理事会の決議により委員会をタ⨨す 

 ることができる。 

   ２ 委員会の委員は、会員のか、Ꮫ㆑⤒㦂者等から理事会が選௵する。 

   ３ 委員会の௵務、ɔ 成及び運Ⴀに㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める。 

 

（職✀㒊会） 

第４４条 本会の会務及び事ᴗの運Ⴀをにするため、職✀を同じࡃする会員は、理事会の 

 承ㄆを得て、職✀㒊会を⤌⧊することができる。 

   ２ 職✀㒊会は理事会のㅎၥにᛂえるとともに、会長から委კࡉれた事項を行う。 

   ３ 職✀㒊会に㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める。 

 

第１０❶ 資⏘及び会ィ 

 

（事ᴗᖺᗘ） 

第４５条 本会の事ᴗᖺᗘは、ẖᖺ４᭶１日にጞまり⩣ᖺ３᭶３１日に⤊わる。 
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（会ィཎ則等） 

第４㸴条 本会の会ィは、一⯡に公ṇጇ当とㄆめられる公┈法ேの会ィの័行にᚑうものとす 

 る。 

   ２ 本会の会ィฎ理に㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める会ィฎ理規程 

 によるものとする。 

 

（長期ධ㔠及び㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受け） 

第４７条 本会が資㔠のධをしようとするときは、その事ᴗᖺᗘのධをもってൾ㑏する▷ 

 期ධ㔠を㝖き、総会において総代議員の議決権の３ศの２以上の決議を⤒なけれ 

 ばならない。 

   ２ 本会が㔜せな㈈⏘のฎศཪはㆡ受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を⤒な 

 ければならない。 

 

（事ᴗィ⏬及びᨭ予⟬） 

第４８条 本会の事ᴗィ⏬書、ᨭ予⟬書、資㔠のㄪ㐩及びタ備投資のぢ㎸ࡳを記載した書㢮 

 については、ẖ事ᴗᖺᗘの㛤ጞの前日までに、会長が作成し、理事会の決議を⤒て、 

 ┤㏆の総会にሗ࿌するものとする。これをኚ᭦する場合も、同様とする。 

   ２ 前項の書㢮については、ẖ事ᴗᖺᗘの㛤ጞの日の前日までに行ᨻᗇに提出しなけれ 

 ばならない。 

   ３ 前項の書㢮については、たる事務所に、当該事ᴗᖺᗘが⤊するまでの間備え⨨ 

 き、一⯡の㜀覧に౪するものとする。 

 

（事ᴗሗ࿌及び決⟬） 

第４９条 本会の事ᴗሗ࿌及び決⟬については、ẖ事ᴗᖺᗘ⤊後、会長が次の書㢮を作成し、 

 ┘事の┘ᰝを受けた上で、理事会の承ㄆを⤒て、㏻ᖖ総会に提出し、第一号及び第 

 号の書㢮についてはその内ᐜをሗ࿌し、第୕号から第භ号までの書㢮については 

 承ㄆを受けなければならない。 

 (１)事ᴗሗ࿌ 

 (２)事ᴗሗ࿌の㝃ᒓ᫂⣽書 

 (３)㈚ᑐ照表 

 (４)ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書 

 (５)㈚ᑐ照表及びṇ㈈⏘ቑῶィ⟬書の㝃ᒓ᫂⣽書 

 (㸴)㈈⏘┠録 

   ２ 前項の書㢮については、ẖ事ᴗᖺᗘの⤒㐣後３⟠᭶以内に行ᨻᗇに提出しなければ 

 ならない。 

   ３ 第１項の書㢮のか、次の書㢮をたる事務所に５ᖺ間備え⨨き、一⯡の㜀覧に౪ 

 するとともに、定Ḱ、代議員名⡙をたる事務所に備え⨨き、一⯡の㜀覧に౪する 

 ものとする。 

 (１)┘ᰝሗ࿌ 

 (２)理事及び┘事の名⡙ 

 (３)理事及び┘事のሗ㓘等のᨭ⤥のᇶ準を記載した書㢮 

 (４)運Ⴀ⤌⧊及び事ᴗά動の状況のᴫせ及びこれらに㛵する数್のうࡕ㔜せなも 

  のを記載した書㢮 

   ４ 前項の規定にかかわらࡎ、理事及び┘事の名⡙、代議員名⡙の記載事項のうࡕ、ಶ 

 ேのఫ所については一⯡の㜀覧に౪しないものとする。 
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（会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会） 

第４０条 本会に会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会を⨨き、会長、副会長、ᑓ務理事、ᖖ務理事によ

 って次の職務を行う。 

 (１)理事会に付議すべき事項のၥ㢟点等の᳨ウと理事会のሗ࿌ 

 (２)理事会が委௵した事項（法ே法第９０条第４項に定める事項を㝖ࡃ。） 

   ２ 会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会は、ᚲせにᛂじて会長がᣍ㞟する。会長に事ᨾが࠶ると

 きཪはḞけたときは、予め理事間で決めた順位によりᣍ㞟する者となる。 

 

   ３ 会長・ᴗ務ᇳ行理事ᡴ合会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事ᨾが࠶るとき

 ཪはḞけたときは、予めᴗ務ᇳ行理事間で決めた順位によりこれに当たる。 

 

第８❶ ༠ ຊ ᅋ య 

 

（日本薬剤師会・地区及び職域薬剤師会との༠ຊ） 

第４１条 本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会及び、定Ḱ行⣽則に定める地区及び 

 職域薬剤師会を༠ຊᅋయとすることができる。 

   ２ 本会は、༠ຊᅋయとの連ᦠ༠ຊにより、本会の事ᴗを推㐍し、ᐇすることができ 

 る。 

   ３ ༠ຊᅋయとの連ᦠ༠ຊによる事ᴗの運Ⴀに㛵しᚲせな事項は、理事会の決議により 

 定める。 

 

（地区及び職域薬剤師会長会） 

第４２条 本会に、第４１条第２項のな推㐍を┠ⓗとして地区及び職域薬剤師会長会（以 

 下ࠕ会長会ࠖという。）を⨨ࡃ。 

   ２ 会長会は、地区及び職域薬剤師会の会長ཪは代表者によってᵓ成し、次の事項を議 

 事とする。 

 (１)事ᴗのᇳ行に㛵する理事会からのఏ㐩、ሗ提౪及び意ぢ並びにሗ 

 (２)本会及び各地区及び各職域薬剤師会間の連ᦠに㛵する事項 

   ３ 会長会は、理事会の決議により、会長がᣍ㞟する。会長に事ᨾが࠶るときཪはḞけ 

 たときは、予め理事間で決めた順位によりᣍ㞟する者となる。 

 

第９❶ 委 員 会・職 ✀ 㒊 会 

 

（委員会） 

第４３条 本会の事ᴗを推㐍するためにᚲせ࠶るときは、理事会の決議により委員会をタ⨨す 

 ることができる。 

   ２ 委員会の委員は、会員のか、Ꮫ㆑⤒㦂者等から理事会が選௵する。 

   ３ 委員会の௵務、ɔ 成及び運Ⴀに㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める。 

 

（職✀㒊会） 

第４４条 本会の会務及び事ᴗの運Ⴀをにするため、職✀を同じࡃする会員は、理事会の 

 承ㄆを得て、職✀㒊会を⤌⧊することができる。 

   ２ 職✀㒊会は理事会のㅎၥにᛂえるとともに、会長から委კࡉれた事項を行う。 

   ３ 職✀㒊会に㛵しᚲせな事項は、理事会の決議によりูに定める。 

 

第１０❶ 資⏘及び会ィ 

 

（事ᴗᖺᗘ） 

第４５条 本会の事ᴗᖺᗘは、ẖᖺ４᭶１日にጞまり⩣ᖺ３᭶３１日に⤊わる。 
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㝃    則 

 

１ この定Ḱは、一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ及び公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ 

  法ேのㄆ定等に㛵する法ᚊの行にకう㛵ಀ法ᚊのᩚ備等に㛵する法ᚊ第１０㸴条第１ 

  項に定める公┈法ேのタ立のⓏ記の日から行する。 

２ 第１７条の規定にかかわらࡎ、本会の᭱ึの代表理事で࠶る会長はᒣ本ಙኵとし、ᴗ務ᇳ 

  行理事は▼ᇉᰤ一、上ᮧ┤ᶞ、㰺⸨╻、ཎ༤、㜿㒊ᏹᏊ、Ᏻ㒊ዲᘯ、一℩ಙ、上㔝ᾈ⏨、 

  ᮌ一ṇ、㧗ᶫṇኵ、Ọ⏣Ὀ㐀、ᯇ本有ྑとする。 

３ 一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ及び公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ法ேのㄆ定 

  等に㛵する法ᚊの行にకう㛵ಀ法ᚊのᩚ備等に㛵する法ᚊ第１０㸴条第１項に定める 

  ≉Ẹ法法ேのゎᩓのⓏ記と、公┈♫ᅋ法ேのタ立のⓏ記を行ったときは、第４５条の規 

  定にかかわらࡎ、ゎᩓのⓏ記の日の前日を事ᴗᖺᗘのᮎ日とし、タ立のⓏ記の日を事ᴗᖺ 

  ᗘの㛤ጞ日とする。 

４ 本会のタ立のⓏ記の日における代議員は、第１３条の定めにかかわらࡎ、ゎᩓのⓏ記の日 

  の前日においてຠຊを有した本会の定Ḱにᇶ࡙き代議員で࠶った者とする。 

５ 第１３条に定める代議員選挙は、タ立のⓏ記の日以㝆の┤㏆の㸴᭶以前に行うものとし、 

  前項の代議員の௵期は当該代議員選挙⤊の時までとする。 

 

（公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠の⟬定） 

第５０条 会長は、公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ法ேのㄆ定等に㛵する法ᚊ（以下ࠕㄆ定法 とࠖ 

 いう。）行規則第４８条の規定にᇶ࡙き、ẖ事ᴗᖺᗘ、当該事ᴗᖺᗘのᮎ日にお 

 ける公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠を⟬定し、前条第３項第４号の書㢮に記載するものとす 

 る。 

 

第１１❶ 定Ḱのኚ᭦及びゎᩓ 

 

（定Ḱのኚ᭦） 

第５１条 この定Ḱのኚ᭦は、総会において、総代議員の議決権の３ศの２以上に当たるከ数 

 をもって行う。 

 

（ゎᩓ） 

第５２条 本会は、総会の決議その法௧で定められた事⏤によりゎᩓする。 

 

（公┈ㄆ定の取ᾘし等にకう㉗） 

第５３条 本会が公┈ㄆ定の取ᾘしを受けた場合ཪは合ేによりᾘ⁛する場合（その権⩏務 

 を承⥅する法ேが公┈法ேで࠶る場合を㝖ࡃ。）には、総会の決議を⤒て、公┈┠ 

 ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠に┦当する㈈⏘を、当該公┈ㄆ定の取ᾘしの日ཪは当該合ేの日か 

 ら１か᭶以内に、ㄆ定法第５条第１７号に掲げる法ேཪはᅜⱝしࡃは地方公ඹᅋయ 

 に㉗するものとする。 

 

（ṧవ㈈⏘のᖐᒓ） 

第５４条 本会がΎ⟬をする場合において有するṧవ㈈⏘は、総会の決議を⤒て、ㄆ定法第５ 

 条第１７号に掲げる法ேཪはᅜⱝしࡃは地方公ඹᅋయに㉗するものとする。 

 

第１２❶ 公࿌の方法 

 

（公࿌の方法） 

第５５条 本会の公࿌は、㟁Ꮚ公࿌により行う。 

   ２ 事ᨾそのࡴࡸを得ない事⏤により、㟁Ꮚ公࿌によることができない場合は、ᐁሗ 

 に掲載する方法による。 

 

第１３❶ 事 務 ᒁ 

 

（タ⨨等） 

第５㸴条 本会の事務をฎ理するため、事務ᒁを⨨ࡃ。 

   ２ 事務ᒁ長及び㔜せな職員は、理事会の決議を⤒て会長が௵චする。 

   ３ 事務ᒁの職務そのᚲせな事項は、理事会の決議を⤒てูに定める。 

 

第１４❶ 補   則 

 

（委௵） 

第５７条 この定Ḱに定めるもののか、本会の運Ⴀにᚲせな事項は理事会の決議により  ู

 に定める。 
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１ この定Ḱは、一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ及び公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ 

  法ேのㄆ定等に㛵する法ᚊの行にకう㛵ಀ法ᚊのᩚ備等に㛵する法ᚊ第１０㸴条第１ 

  項に定める公┈法ேのタ立のⓏ記の日から行する。 

２ 第１７条の規定にかかわらࡎ、本会の᭱ึの代表理事で࠶る会長はᒣ本ಙኵとし、ᴗ務ᇳ 

  行理事は▼ᇉᰤ一、上ᮧ┤ᶞ、㰺⸨╻、ཎ༤、㜿㒊ᏹᏊ、Ᏻ㒊ዲᘯ、一℩ಙ、上㔝ᾈ⏨、 

  ᮌ一ṇ、㧗ᶫṇኵ、Ọ⏣Ὀ㐀、ᯇ本有ྑとする。 

３ 一⯡♫ᅋ法ே及び一⯡㈈ᅋ法ேに㛵する法ᚊ及び公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ法ேのㄆ定 

  等に㛵する法ᚊの行にకう㛵ಀ法ᚊのᩚ備等に㛵する法ᚊ第１０㸴条第１項に定める 

  ≉Ẹ法法ேのゎᩓのⓏ記と、公┈♫ᅋ法ேのタ立のⓏ記を行ったときは、第４５条の規 

  定にかかわらࡎ、ゎᩓのⓏ記の日の前日を事ᴗᖺᗘのᮎ日とし、タ立のⓏ記の日を事ᴗᖺ 

  ᗘの㛤ጞ日とする。 

４ 本会のタ立のⓏ記の日における代議員は、第１３条の定めにかかわらࡎ、ゎᩓのⓏ記の日 

  の前日においてຠຊを有した本会の定Ḱにᇶ࡙き代議員で࠶った者とする。 

５ 第１３条に定める代議員選挙は、タ立のⓏ記の日以㝆の┤㏆の㸴᭶以前に行うものとし、 

  前項の代議員の௵期は当該代議員選挙⤊の時までとする。 
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（公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠の⟬定） 

第５０条 会長は、公┈♫ᅋ法ே及び公┈㈈ᅋ法ேのㄆ定等に㛵する法ᚊ（以下ࠕㄆ定法 とࠖ 

 いう。）行規則第４８条の規定にᇶ࡙き、ẖ事ᴗᖺᗘ、当該事ᴗᖺᗘのᮎ日にお 

 ける公┈┠ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠を⟬定し、前条第３項第４号の書㢮に記載するものとす 

 る。 

 

第１１❶ 定Ḱのኚ᭦及びゎᩓ 

 

（定Ḱのኚ᭦） 

第５１条 この定Ḱのኚ᭦は、総会において、総代議員の議決権の３ศの２以上に当たるከ数 

 をもって行う。 

 

（ゎᩓ） 

第５２条 本会は、総会の決議その法௧で定められた事⏤によりゎᩓする。 

 

（公┈ㄆ定の取ᾘし等にకう㉗） 

第５３条 本会が公┈ㄆ定の取ᾘしを受けた場合ཪは合ేによりᾘ⁛する場合（その権⩏務 

 を承⥅する法ேが公┈法ேで࠶る場合を㝖ࡃ。）には、総会の決議を⤒て、公┈┠ 

 ⓗ取得㈈⏘ṧ㢠に┦当する㈈⏘を、当該公┈ㄆ定の取ᾘしの日ཪは当該合ేの日か 

 ら１か᭶以内に、ㄆ定法第５条第１７号に掲げる法ேཪはᅜⱝしࡃは地方公ඹᅋయ 

 に㉗するものとする。 

 

（ṧవ㈈⏘のᖐᒓ） 

第５４条 本会がΎ⟬をする場合において有するṧవ㈈⏘は、総会の決議を⤒て、ㄆ定法第５ 

 条第１７号に掲げる法ேཪはᅜⱝしࡃは地方公ඹᅋయに㉗するものとする。 

 

第１２❶ 公࿌の方法 

 

（公࿌の方法） 

第５５条 本会の公࿌は、㟁Ꮚ公࿌により行う。 

   ２ 事ᨾそのࡴࡸを得ない事⏤により、㟁Ꮚ公࿌によることができない場合は、ᐁሗ 

 に掲載する方法による。 

 

第１３❶ 事 務 ᒁ 

 

（タ⨨等） 

第５㸴条 本会の事務をฎ理するため、事務ᒁを⨨ࡃ。 

   ２ 事務ᒁ長及び㔜せな職員は、理事会の決議を⤒て会長が௵චする。 

   ３ 事務ᒁの職務そのᚲせな事項は、理事会の決議を⤒てูに定める。 

 

第１４❶ 補   則 

 

（委௵） 

第５７条 この定Ḱに定めるもののか、本会の運Ⴀにᚲせな事項は理事会の決議により  ู

 に定める。 
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